
会 議 録 令和５年９月29日作成 令和９年３月末日廃棄

会議名 京都府亀岡警察署協議会（令和５年度第２回）

開催日 令和５年９月26日（火曜日）

時 間 午後３時から午後５時までの間（ 120分）

場 所 京都府亀岡警察署 道場

湯浅会長、木曽副会長、栗山委員、櫻間委員、國府委員、内藤委員、

藤本（妙）委員、藤本（祥）委員、前田委員、矢田委員

出席者
（欠席 サミュエル委員） 計10人

署長、副署長、会計課長、警務課長、生活安全課長、地域課長、刑事課長、

交通課長、警備課長、広聴相談係長 計10人

諮 問 １ 災害対策

事 項 ２ 薬物犯罪の現状と対策について

１ 委嘱状交付（前回欠席者１名） 司会 広聴係長

２ 会長挨拶

３ 署長挨拶

４ 協議 司会 会長

(1) 諮問事項説明

災害対策～警備課長

【委員】亀岡市の取組状況や避難場所等に関する話もしていただいたが、自

会 議 治体としては、災害には重大な関心を持ち、避難場所についても早め

内 容 の対応をさせていただいている。今年の８月15日の台風通過時にも避

難所を開設したが、災害警戒本部での対応となった。被害があれば災

害対策本部に切り替え、対応しようとしたが、そこまでの対応はなく

安堵した状況であった。警察、消防への連絡要員を行政として待機準

備としていた。

行政については、令和元年から実際の災害訓練などが出来ていない

状態だが、今後は互いに訓練など情報共有をしながら災害への対応を

していく。

【委員】防災マップで何か怪しい、危険と言う場所は行政などで対策が出来



ているのか。

【警察】防災パトロールを行政機関と共に年一度実施しており、その前に警

察と消防で危険箇所の把握を再確認し、亀岡市の防災会議で危険箇所

の情報共有を図っている。

【委員】平成25年の台風18号については、桂川の水位が上がった。当時は堤

防が決壊したとかではなく、下流から水位が逆流し、水が溢れた状態

となった。後に京都市右京区の嵐山の河川工事により水位上昇水害は

解消している状況と聞いている。

【委員】避難所の開設についてだが、私の学校の体育館も避難場所になって

おり、学校管理者として駆けつけなければと思っているが、実際駆け

つけた場合、どんな事をしたらよいのか何をすべきか判断に迷ってい

る。

警察の対応や行政の対応などと違うと思うが、学校としての対応な

ど具体的にあるのならお聞きしたい。

【委員】基本的には、警察、消防、市役所は亀岡市の全体のとりまとめ等中

心的に活動していただいている。地域としては、地元の消防団員と区

長さん自治会の会長などで自治防災会を作っている。例えば家の前に

会 議 水が溢れた箇所があれば即、土嚢作りなどして対応している。まずは

内 容 各地元、各地区で対応をする。

千代川の場合は、過去 100名が自治会館に避難してきたが、入りき

れないので、近くの千代川小学校の体育館を利用しての対応があった。

毛布や食べ物などについては、事前に行政から備蓄を配布してもら

っており、配布も地元で対応をしている。しかし、エアコンや蚊対策

等の問題やパンやおにぎりの配布などどのように配布すべきなのか、

その対応に苦慮しているのも事実である。

学校の避難場所については、地元が対応するため、学校の管理者は、

施設管理のみでよいと思う。

【委員】市より、各地区の施設責任者、連絡要員を派遣配置し、その者に責

任者として対応を任せている。学校側としては、施設管理者として施

設への対応協力をお願いしたい。

【委員】独居家族、高齢者家族の避難について、各地区の民生委員さんがい

るので、災害時の名簿により避難など早めに対応している。

【委員】皆さんの防災の取組の意見を聞いて皆さんが一生懸命に地域で対応

していることがよく分かった。

亀岡は大雨により、陸の孤島になってしまうが、移動や買い物が出

来ない等に関して気になっており、復旧に向けて取り組んでいること

などあればお聞きしたい。



【委員】私からの回答でよいのか分からないが、国道、高速道、ＪＲ線も不

通となり孤立状態になる。それを受けてだが、高速道路の安全が確認

されたら一部通行させてほしい等の要望は状況を見ながら申し入れを

行い、一部通行可能としている場合もある。関係機関が協議して早々

に対応しているのが現状である。

【警察】復旧に向けた取組については、警察としては交通規制を行う等し、

対応している。避難している方への支援や補助等行い、道路の封鎖を

予想して即時に対応している。

災害時は、署員を大量に招集しなければならないため、京都市内居

住者は長雨等の状況を見極め、早々の非常招集をかけ対応していくこ

とになる。

【委員】復旧に関してだが、老ノ坂は、 230ミリで通行止めで、以前は縦貫

道も一緒の通行止めだったが、前回のお盆の台風は、縦貫道は通行可

であった。高速道路の通行止めの基準を 300ミリまで上げたと聞いて

いる。今後も国道９号が止まっても、縦貫道は通行できるケースが多

々あると思う。

通行止めは市民生活に影響が出るため、早急な復旧を行政からも要

会 議 請している現状である。

内 容 【委員】下宿している学生は、自治会に入っていないため、避難に関する情

報の入手はどうすればよいのか。

【警察】警察から災害発生の連絡はないが、亀岡市のホームページ情報や気

象庁から情報等、登録すれば避難情報等が入る。テレビ、ラジオ、イ

ンターネット等を活用し、下宿先の近場の避難場所を把握して避難し

ていただきたい。

【委員】最近は、行政もヤフーと連携し、携帯で緊急のメールが各人の携帯

に配信されるアプリもあるので活用願いたいと思う。それに避難場所

も記載されているので活用してほしい。

【警察】警察としては、警戒レベル３であれば、高齢者の避難レベルで、パ

トカー等活用し避難を呼び掛ける。寝たきり高齢者についても把握す

れば避難支援を実施していく。

(2) 諮問事項説明

薬物犯罪の現状と対策について～刑事課長

【委員】ラクビー部やアメフト部がクローズアップされているが、それらの

クラブに何か問題はあるのか。

【警察】関係ないと思われる。先ほども説明したが、若年層に蔓延している

のは事実である。

【委員】闇バイトや大麻を売るネットの投稿を削除するようなことはしてい



ないのか。

【警察】サイバーパトロールで警戒しているが、管理運営者が削除しても、

また違うサイトを立ち上げるなど、イタチごっこの現状である。

【委員】ネットでの売買に関して、モヤモヤする気持ちである。若者が犯罪

に染まるのはいたたまれない思いをしている。

【委員】今、大麻などの隠語を聞いて、隠語を公表して使えなくする方法や

隠語を隠語としてなくする方法は出来ないのかと思った。

【警察】府警のホームページにもこれらの隠語を含め登載しているが、もっ

と分かりやすく広めていきたいと思う。

【委員】私も、薬物撲滅の活動を30年しているが、毎年同じことを繰り返し

ている感じを受け、一向に減らない感じである。

先ほどの説明の中、海外のお土産でおいしそうな不法グミを見たが、

孫が今日、海外から帰国するので不法な物を持っていないか確認しな

ければと思っている。海外では許されている物もあるとのことなので、

孫の所持品に関心を持って見たいと思う。知らない間に国内に入って

くるケースもあり得るのだろうと思う。

闇バイトの関連だが、報道で詐欺の被害額が多額となり、数千万の

会 議 被害が多くなっているなどの報道があったが、実際にそうなのか。

内 容 【警察】被害額は高くなっている。現金の受け渡しでなく、最近はだまされ

キャシュカードを複数枚を犯人に渡し、その限度額50万円を枚数分引

き落としをし、被害に気付かない場合に、翌日にも限度額引き出され、

そうしている間に数千万円の被害となっているケースがある。

【委員】亀岡市での、学生らの薬物犯罪はどんな状況なのか。

【警察】亀岡署管内では、学生の薬物犯罪は見られないが、管内居住の学生

が他署管内で薬物犯罪で逮捕されている状況から、薬物犯罪について

は、予断を許されないのが現状である。

【委員】警察官の方が見られたら、薬物常用者なのかどうかわかるのか。私

たち素人が見たときに、この人は使っている人と分かることはあるの

か。

【警察】一般的に言われるのは、呂律が回らないことがあるが、酒の影響も

あり得るので判断は難しい。他には多汗の者や職務質問時に注射痕が

あるものなどその者の犯歴など総合的に判断するが、薬物なのかアル

コールなのかの区別するのは難しい。

【委員】薬物の啓発活動が大事と思うので今後もよろしくお願いしたい。

(3) その他

【委員】今日の右翼団体の街宣に関してだが、政治活動だと思われるが、な

んとか検挙というのか指導とかしていただきたいと思っている。その



点をよろしくお願いしたい。

【警察】今回の右翼団体による街宣活動は把握しているところであり、市民

の皆様が不安を感じておられるということも当然認識している。

ただ、右翼団体による街宣活動が法に基づき、その範囲内で行われ

ている限りにおいては、警察であってもこれに関知することはできな

会 議 い。

内 容 しかし、街宣活動の過程で、不法事案を起こすようなことがあれば

当然対処し、不法事案に至らないまでも、その予兆などあれば厳正公

平な立場で必要な措置を執っていく。

５ 事務連絡

令和５年度第３回亀岡警察署協議会は、令和５年12月上旬ころ実施予定

である。

以上



第２回京都府亀岡警察署協議会の開催状況


